
災害による「避難準備・高齢者等避難開始」「避難勧告」「避難指示」 

の避難情報が発令された場合の対応基準 
 

磐田市立向陽中学校 

磐田市教育委員会 
 

Ⅰ 台風、河川氾濫等の危険により避難情報が発令された場合 

 家庭 学校 

登校前 午前 午後 

避難情報が発令

された地区があ

る学校 

○自宅待機 

○発令地区は 

避難行動 

 

○残留 ○残留 

気象状況を考慮し、以下を原則

に対応する。 

※下校時、避難情報発令地区の

児童生徒は保護者引渡し 

※それ以外の児童生徒は、安全

に留意して下校 

避難情報が発令

されていない地

区の学校 

○登校 ○通常通り ○通常通り 

※下校時、安全に留意させる 

解除された場合 午前 10時までに解除 

○登校 

○通常通り ○通常通り 

 

Ⅱ 土砂災害警戒情報で発令された場合 

 家庭 学校 

登校前 午前 午後 

避難情報が発令

された地区があ

る学校 

○自宅待機 

○発令地区は 

避難行動 

○残留 ○残留 

気象状況を考慮し、以下を原則

に対応する。 

※下校時、自宅が警戒区域にあ

る児童生徒とそこを通る児

童生徒は保護者引渡し 

※それ以外の児童生徒は、安全

に留意して下校 

避難情報が発令

されていない地

区の学校 

○登校 ○通常通り ○通常通り 

※下校時、安全に留意させる 

解除された場合 午前 10時までに解除 

○登校 

○通常通り ○通常通り 

 

※ 各学校では、土砂災害警戒区域に自宅がある生徒、そこを通って通学する生徒を確認し

ています。（別表参照）各家庭でも警戒区域や危険な場所の確認をしてください。 

※ 避難行動とは…家庭での避難準備、避難所（指定避難所）への避難を意味します。 

 



（別表）土砂災害警戒区域が含まれる地区 

中学校 小学校 避難対象地区（自治会） 

磐田第一 磐田西 西新町、京見塚 

城山 

磐田北 東坂町、二番町、美登里町、元宮町、権現町、住吉町、幸町 

富士見 東大久保、富士見町 

向陽 

大藤 大藤第６区、大藤第２区、大藤第４区、大藤第 13 区 

向笠 笠梅、向笠竹之内、向笠西、篠原、岩井 

岩田 
寺谷新田、寺谷圦上、寺谷圦下、匂坂上、匂坂中上、

匂坂中下、匂坂新 

神明 

東部 新貝 

田原 三ヶ野、明ヶ島、東部台 

豊田 

豊田北部 加茂東 

豊田東 匂坂下、富丘広野、富丘下原、気賀東、上気賀 

豊田南 豊田南 一言北原 

豊岡 

豊岡南 上神増、社山、神増、平松、掛下、惣兵衛 

豊岡北 
神田、栗下、本村、田川、亀井戸、大楽地、合代島上、合代島下、敷南

区、敷上区、大平南、大平北、虫生、万瀬 

 

（参考）磐田市土砂災害警戒区域・特別警戒区域マップ（磐田市ホームページ） 

https://www.city.iwata.shizuoka.jp/sangyou_business/tochi_douro_kasen/1002192.html 

（参考）静岡県土砂災害情報 

http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-350/sabouka/dosyasaigaijouhoumap.html 

 

【留意点】 

・大雨による避難情報発令時の対応であるため、雨量や冠水等の状況に応じて、下校または

学校残留の判断をする場合があります。生徒の安全を第一に考え、学校長の判断により対

応をします。 

・保護者引渡しについては、兄弟姉妹関係に配慮し、学府（中学校区）ごとに引き渡し体制

の確認をします。各家庭でも家族で話し合い、土砂災害区域や緊急時の対応を確認してお

いてください。 


